
 京都市公共工事に係る前払金に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２２年３月１２日 

                        京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第  号 

京都市公共工事に係る前払金に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市公共工事に係る前払金に関する規則の一部を次のように改正する。 

 本則中「４割」を「当該総務省令で定めるところにより，当該割合に３割以内の割

合を加えて得た割合」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２２年３月１５日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市公共工事に係る前払金に関する規則の規定は，こ

の規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約につ

いて適用する。 

（行財政局財政部契約課） 
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